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建設産業の今を伝え未来を考える

『建設業しんこう』は
Webでも

ご覧いただけます。

建設産業の今を伝え
未来を考える

https://www.shinko-web.jp/
しんこうWeb 検 索

メルマガ登録は
コチラから！

いつでもチェック!!

特集 建設事業主等に対する
助成金について
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PRESCRIPTION

FOCUS

日本経済の動向

工業高校紹介 
岡山県立岡山工業高等学校

建設経済の動向
■ 世界的なインフレの進展と金融市場の方向感

■ インタビュー ： 早瀬 一英 先生

■ 実務や転職、昇進・昇給に役立つ資格は何か

建設人材育成優良企業
表彰における企業等の募集

連載 働き方改革の定着に向けて
～2024年の時間外労働上限規制への対応～
■ 新連載【第1回】
　時間外労働上限規制への対応スケジュール
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連載 かわいい土木 【第43回】
■ 野方配水塔
　／東京都中野区
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■ １．労働環境改善のための助成金
■ ２．採用に関する助成金
■ ３．人材育成に関する助成金
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１人１ヶ月あたり 最大40,000円＜最長3ヶ月まで＞

支給額

●ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、
ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
●原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
●1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程
度であること

※その他対象労働者には安定した職業についていない、等要件が複数あり
ます。

企業における生産性向上の取り組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、申請する企業が次の方法で計
算した「生産性要件」を満たしている場合にその助成額または助成率を割増します。
（１）助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その３年度前に比べて6%以上伸びていること
  または、
・その３年度前に比べて1%以上（6％未満）伸びていること※

・「生産性要件」の算定対象となった期間中（3年前の会計年度の初日から直近会計年度の末日まで）に、事業主都合による離職者を発生させ
ていないことが必要です。
・生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」を厚生労働省のホームページに掲載しています。

※付加価値とは、企業の場合、営業利益＋人件費＋減価償却費＋
動産・不動産賃借料＋租税公課、の式で算定されますが、企業会
計基準を用いることができない事業所については、管轄の都道
府県労働局または、最寄りのハローワークにお問合せください。

生産性
付加価値※

雇用保険被保険者数
（日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者を除く。）

※この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
→事業性評価とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を
得た上で、事業の見立て（市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経
営資源・強み等）を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、そ
の回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。

（２）「生産性」は次の計算式によって計算します。

社内でキャリアアップ管理者を選任・配置した上で、労働組合等の意見を聴いてキャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局またはハローワークに
提出します。

＜事業主＞ ＜労働局・ハローワーク＞

作成援助・認定

支給審査・支給決定

キャリアアップ計画の作成・提出

正社員化コース

就業規則等の改定
（正社員等への転換規定がない場合）

就業規則等に基づく
正社員等へ転換

転換後6ヶ月の賃金支払い
（転換前と比較して3％以上の賃金増額）

処遇改善関係コース
（正社員化コース以外）

取り組みの実施
（就業規則の改定等）

取り組み後6ヶ月の賃金支払い

支給申請

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3ヶ月間試行雇
用し、期間の定めのない雇用（無期雇用契約）した場合に助成されます。

１人１ヶ月あたり 最大40,000円＜最長3ヶ月まで＞

支給額

●雇用保険の適用事業所であること
●トライアル助成金の支給決定を受けたこと
●雇用管理責任者を選任していること
●中小建設事業主であること

若年者（35歳未満）又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライ
アル雇用助成金（一般トライアルコース又は障害者トライアルコース）の支給を受け
た場合に助成されます。

②トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者トライアルコース）

対象となる訓練

①トライアル雇用助成金（一般トライアルコース又は障害者トライアルコース）

一般又は障がい者
トライアルコースの上乗せ助成

２．採用に関する助成金２．採用に関する助成金

生産性要件とは？

申請の流れ

訓練の内容や実施目的などに応じて、下記のコースがあります。

※厚生労働大臣の認定制度については、都道府県労働局にお問い合わせください。

特定訓練コース 特定訓練コース〈雇用型訓練〉 一般訓練コース

●労働生産性向上訓練
生産性向上に資する特定の
訓練

●若年人材育成訓練
雇用契約締結後5年経過せ
ず35歳未満の者を対象とす
る訓練

●認定実習併用職業訓練
OFF-JTとOJTを効果的に組み合わせた
訓練として厚生労働大臣の認定を受け
た訓練※

●特定分野認定実習併用職業訓練
上記のうち建設・製造・情報通信業にお
いて行うもの

職務に関連した専門的な知識および
技能の習得をさせるための職業訓練
であって、特定訓練コースに該当しな
いもの

※必要な訓練時間数は、大臣認定の要件
によります。

OFF-JTのみ OFF-JT+OJT OFF-JTのみ

●熟練技能育成・承継訓練
熟練技能者の技能承継のた
めの訓練

●グローバル人材育成訓練
海外展開等の関連業務のた
めの訓練

訓練時間数：20時間以上訓練時間数：10時間以上

建設事業主等に対する助成金について

どんなときにもらえる？Q

いくらもらえる？Q

主な要件

主な要件

どんなときにもらえる？Q

いくらもらえる？Q

※出典元：厚生労働省資料　トライアル雇用助成金のご案内より

トライアル雇用の仕組み

トライアル
雇用求人の
提出

職業
紹介

※1

トライアル雇用
実施計画書の作成

求職登録・
職業相談

一定の職業紹介
事業者等を含み
ます。
トライアル雇用終
了後に申請する
必要があります。

企業

ハローワーク等 労働局

応募・面接

助成金の
申請※2

助成金の
支給

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
開
始

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
終
了

無
期
雇
用
移
行

雇
用
期
間
満
了

※1

※2
求職者

①トライアル雇用求人の提出

②トライアル雇用開始

③トライアル雇用実施計画書の
　提出（雇用から2週間以内）

④トライアル雇用終了

⑤無期雇用契約締結

⑥支給申請（無期雇用契約締結から2ヶ月以内）

申請のながれ
建設トライアル
対象の場合は、
同時に建設分も
支給申請すること

●雇用保険適用事業所の事業主であること
●職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画およ
び年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事
業主であること
●訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている
事業主であること
●支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事
業主であること　等

雇用保険被保険者（有期契約労働者などを除く）に対して職務
に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画
に沿って訓練を実施した場合に訓練中の賃金と訓練にかかっ
た経費の一部を助成するものです。特定訓練コースは、訓練効
果が高い訓練や実施方法などの場合に、一般訓練コースよりも
高い助成率・額で支援しています。

①特定訓練コース/一般訓練コース（正社員向け）

■ 人材開発支援助成金（一般）

３．人材育成に関する助成金３．人材育成に関する助成金

どんなときにもらえる？Q 主な要件

※情報は2022年3月1日時点のものです。2022年4月以降は、内容・助成額とも大きく変更になります。
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特定訓練コース

10（20※）時間以上100時間未満

OFF-JT

OJT

100時間以上200時間未満

200時間以上

一般訓練コース

賃金助成
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（380円〈480円〉）

実施助成
1人1時間当たり
665円〈840円〉
（380円〈480円〉）

対象経費の
45％〈60％〉
（30％〈45％〉）

対象経費の
30％〈45％〉

賃金助成
1人1時間当たり
380円〈480円〉

15万円（10万円）

【一般職業訓練】

30万円（20万円）

50万円（30万円）

7万円

15万円

20万円

OFF-JT

訓練時間

OFF-JTのみ

一般職業訓練 有期実習型訓練 中小企業等
担い手育成訓練

OFF-JT＋OJT

①特定訓練コース ②一般訓練コース

OJT 経費助成

★経費助成は訓練時間に応じて上限があります。

有期契約労働者に対して正社員転換又は処遇改善を目的とし
て、計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった
経費の一部を助成するものです。

対象となる訓練

いくらもらえる？Q

②特別育成訓練コース（非正規社員向け）

◆〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、
（　）内は大企業の額です。
◆特定分野認定実習併用職業訓練を実施する
場合などは、経費助成率が変わります。

◆賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓
練に限ります。

◆事業主団体等が申請する場合は、経費助成の
みとなります。

※一般訓練コースの場合
◆（　）内は大企業の額です。
◆1労働者が対象訓練を受講できる回数は、年
間職業能力開発計画期間内に3回までです。

◆1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定
訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓
練コースのみの場合は500万円です。

◆〈　〉は生産性の向上が認められる場合の額、（　）内は大企業の額です。
◆賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。

※上限は1,200時間
   （一部1,600時間）

※大企業も同じ
※上限は1,200時間
   （一部1,600時間）

※上限は680時間
※上限は下記表①の額

※大企業も同じ
※上限は下記表②の額

◆訓練期間
1年以内

◆訓練時間数
20時間以上

【有期実習型訓練】
◆ジョブ・カードを活用
する短期の訓練
◆訓練期間
2～6ヶ月

◆訓練時間数
・６月あたり
  425時間以上
・OJTの時間数が全
体の訓練時間数の
1～9割（OFF-JT
は20時間以上）

◆業界団体を活用
（製造、建設など特定
の業種）

◆訓練期間
３年以内

◆訓練時間数
OJTの時間数が全体
の訓練時間数の1～
9割

◆育児休業中訓練
10時間以上の自発
的な訓練 

◆中長期的キャリア
形成訓練
専門実践教育訓練、
特定一般教育訓練
の指定講座

【賃金助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（475円〈600円〉）

【経費助成】
1人当たり 実費
（訓練時間に応じて右
表①の額を上限）

※中長期的キャリア形
成訓練は右表②の額
を上限

【賃金助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（475円〈600円〉）

【経費助成】
1人当たり 実費
（訓練時間に応じて右
表①の額を上限）

※訓練修了者を正社員
等に転換した場合は
右表②の額を上限

【実施助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（665円〈840円〉）

【実施助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（665円〈840円〉）

【賃金助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（475円〈600円〉）

建設事業主等に対する助成金について

【　　　　  】中小企業等
担い手育成訓練

いくらもらえる？Q

①職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定
②特定訓練コースは訓練開始日2ヶ月前までに実習併用職業訓
練として認定申請（訓練開始日2ヶ月前まで）

申請のながれ

どんなときにもらえる？Q

③訓練実施計画届、年間職業能力開発計画の提出（訓練開始日
1ヶ月前まで）
④計画に沿って訓練を実施
⑤支給申請（訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内）

経費助成

経費助成

賃金助成

賃金助成

支給額

中小企業（20人以下） 中小企業（21人以上） 中小以外

●経費助成
・職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合に支給されます
●賃金助成
・人材開発支援助成金（特定訓練コース/一般訓練コース/特別育成訓練コース）
の支給決定を受けた場合に支給されます（賃金助成）

①建設労働者認定訓練コース

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に支給されます。

②建設労働者技能実習コース

■ 人材開発支援助成金（建設）

●雇用管理責任者を選任していること
●技能実習は、所定労働時間内に受講させ、通
常の賃金額以上の賃金を支払っていること
●所定労働時間外に実施した場合は、労働基準法
に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること
●所定労働日以外に実施した場合は、労働基準
法に定める割増賃金以上の賃金を支払って
いること
●技能実習を実施しようとする3ヶ月前から原
則1週間前までに計画届を労働局に提出して
いること　等

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

※この情報は3月1日現在のものです。

※賃金助成は１人当たりの日額
※（　）内は生産性要件を満たした場合の割増分の金額

※賃金助成は1人当たりの日額　
※(　)：建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合

広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成
事業費補助金における補助対象経費の1/6

3,800円（1,000円）

支給対象費用の3/4

8,550円
（9,405円）

≪35歳未満≫支給対象費用の7/10
≪35歳以上≫支給対象費用の9/20

7,600円
（8,360円）

支給対象
費用の3/5

今回ご案内した助成金は、ほんの一部の助成金です。
助成金は複雑な制度ですので詳細は、社会保険労務士または、ハローワーク窓口にてお尋ねください。
また、厚生労働省からの助成金の冊子もでていますので、是非有効活用をしてみてください。

冊子ダウンロード

①訓練計画届の提出（訓練開始日の1ヶ月前まで）
※有期実習型訓練は計画届の前にジョブ・カードを作成し、ジョブ・カード作成
アドバイザー等による面接（キャリアコンサルティング）を受けて訓練の必要
性について確認を受けること

②計画に沿って訓練を実施
③支給申請（訓練終了後2ヶ月以内）

申請のながれ

どんなときにもらえる？Q

いくらもらえる？Q

●雇用管理責任者を選任していること
●認定訓練を受講させている日は、通常の賃金
額以上の賃金を支払っていること　等

ポイント
人材開発支援助成金（建設）の賃金助成は、人
材開発支援助成金（一般）の上乗せ助成です。人
材開発助成金（一般）の特定訓練コース、一般訓
練コース、特別育成訓練コースの支給を受けて
いること、対象訓練は、職業能力開発促進法に
よる認定職業訓練であることが必要です。

主な要件

●訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている
事業主であること　等

主な要件

どんなときにもらえる？Q

いくらもらえる？Q

主な要件

20時間以上100時間未満

100時間以上200時間未満

200時間以上

10万円（  7万円）

20万円（15万円）

30万円（20万円）

15万円（10万円）

30万円（20万円）

50万円（30万円）

訓練時間 ① ②

★経費助成は、訓練時間に応じて次の額を上限としています。

◆支給限度額は1事業所あたり1,000万円です。
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特定訓練コース

10（20※）時間以上100時間未満

OFF-JT

OJT

100時間以上200時間未満

200時間以上

一般訓練コース

賃金助成
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（380円〈480円〉）

実施助成
1人1時間当たり
665円〈840円〉
（380円〈480円〉）

対象経費の
45％〈60％〉
（30％〈45％〉）

対象経費の
30％〈45％〉

賃金助成
1人1時間当たり
380円〈480円〉

15万円（10万円）

【一般職業訓練】

30万円（20万円）

50万円（30万円）

7万円

15万円

20万円

OFF-JT

訓練時間

OFF-JTのみ

一般職業訓練 有期実習型訓練 中小企業等
担い手育成訓練

OFF-JT＋OJT

①特定訓練コース ②一般訓練コース

OJT 経費助成

★経費助成は訓練時間に応じて上限があります。

有期契約労働者に対して正社員転換又は処遇改善を目的とし
て、計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった
経費の一部を助成するものです。

対象となる訓練

いくらもらえる？Q

②特別育成訓練コース（非正規社員向け）

◆〈 〉は生産性の向上が認められる場合の額、
（　）内は大企業の額です。
◆特定分野認定実習併用職業訓練を実施する
場合などは、経費助成率が変わります。

◆賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓
練に限ります。

◆事業主団体等が申請する場合は、経費助成の
みとなります。

※一般訓練コースの場合
◆（　）内は大企業の額です。
◆1労働者が対象訓練を受講できる回数は、年
間職業能力開発計画期間内に3回までです。

◆1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定
訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓
練コースのみの場合は500万円です。

◆〈　〉は生産性の向上が認められる場合の額、（　）内は大企業の額です。
◆賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限ります。

※上限は1,200時間
   （一部1,600時間）

※大企業も同じ
※上限は1,200時間
   （一部1,600時間）

※上限は680時間
※上限は下記表①の額

※大企業も同じ
※上限は下記表②の額

◆訓練期間
1年以内

◆訓練時間数
20時間以上

【有期実習型訓練】
◆ジョブ・カードを活用
する短期の訓練
◆訓練期間
2～6ヶ月

◆訓練時間数
・６月あたり
  425時間以上
・OJTの時間数が全
体の訓練時間数の
1～9割（OFF-JT
は20時間以上）

◆業界団体を活用
（製造、建設など特定
の業種）

◆訓練期間
３年以内

◆訓練時間数
OJTの時間数が全体
の訓練時間数の1～
9割

◆育児休業中訓練
10時間以上の自発
的な訓練 

◆中長期的キャリア
形成訓練
専門実践教育訓練、
特定一般教育訓練
の指定講座

【賃金助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（475円〈600円〉）

【経費助成】
1人当たり 実費
（訓練時間に応じて右
表①の額を上限）

※中長期的キャリア形
成訓練は右表②の額
を上限

【賃金助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（475円〈600円〉）

【経費助成】
1人当たり 実費
（訓練時間に応じて右
表①の額を上限）

※訓練修了者を正社員
等に転換した場合は
右表②の額を上限

【実施助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（665円〈840円〉）

【実施助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（665円〈840円〉）

【賃金助成】
1人1時間当たり
760円〈960円〉
（475円〈600円〉）

建設事業主等に対する助成金について

【　　　　  】中小企業等
担い手育成訓練

いくらもらえる？Q

①職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定
②特定訓練コースは訓練開始日2ヶ月前までに実習併用職業訓
練として認定申請（訓練開始日2ヶ月前まで）

申請のながれ

どんなときにもらえる？Q

③訓練実施計画届、年間職業能力開発計画の提出（訓練開始日
1ヶ月前まで）
④計画に沿って訓練を実施
⑤支給申請（訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内）

経費助成

経費助成

賃金助成

賃金助成

支給額

中小企業（20人以下） 中小企業（21人以上） 中小以外

●経費助成
・職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合に支給されます
●賃金助成
・人材開発支援助成金（特定訓練コース/一般訓練コース/特別育成訓練コース）
の支給決定を受けた場合に支給されます（賃金助成）

①建設労働者認定訓練コース

雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に支給されます。

②建設労働者技能実習コース

■ 人材開発支援助成金（建設）

●雇用管理責任者を選任していること
●技能実習は、所定労働時間内に受講させ、通
常の賃金額以上の賃金を支払っていること
●所定労働時間外に実施した場合は、労働基準法
に定める割増賃金以上の賃金を支払っていること
●所定労働日以外に実施した場合は、労働基準
法に定める割増賃金以上の賃金を支払って
いること
●技能実習を実施しようとする3ヶ月前から原
則1週間前までに計画届を労働局に提出して
いること　等

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf

※この情報は3月1日現在のものです。

※賃金助成は１人当たりの日額
※（　）内は生産性要件を満たした場合の割増分の金額

※賃金助成は1人当たりの日額　
※(　)：建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合

広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成
事業費補助金における補助対象経費の1/6

3,800円（1,000円）

支給対象費用の3/4

8,550円
（9,405円）

≪35歳未満≫支給対象費用の7/10
≪35歳以上≫支給対象費用の9/20

7,600円
（8,360円）

支給対象
費用の3/5

今回ご案内した助成金は、ほんの一部の助成金です。
助成金は複雑な制度ですので詳細は、社会保険労務士または、ハローワーク窓口にてお尋ねください。
また、厚生労働省からの助成金の冊子もでていますので、是非有効活用をしてみてください。

冊子ダウンロード

①訓練計画届の提出（訓練開始日の1ヶ月前まで）
※有期実習型訓練は計画届の前にジョブ・カードを作成し、ジョブ・カード作成
アドバイザー等による面接（キャリアコンサルティング）を受けて訓練の必要
性について確認を受けること

②計画に沿って訓練を実施
③支給申請（訓練終了後2ヶ月以内）

申請のながれ

どんなときにもらえる？Q

いくらもらえる？Q

●雇用管理責任者を選任していること
●認定訓練を受講させている日は、通常の賃金
額以上の賃金を支払っていること　等

ポイント
人材開発支援助成金（建設）の賃金助成は、人
材開発支援助成金（一般）の上乗せ助成です。人
材開発助成金（一般）の特定訓練コース、一般訓
練コース、特別育成訓練コースの支給を受けて
いること、対象訓練は、職業能力開発促進法に
よる認定職業訓練であることが必要です。

主な要件

●訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている
事業主であること　等

主な要件

どんなときにもらえる？Q

いくらもらえる？Q

主な要件

20時間以上100時間未満

100時間以上200時間未満

200時間以上

10万円（  7万円）

20万円（15万円）

30万円（20万円）

15万円（10万円）

30万円（20万円）

50万円（30万円）

訓練時間 ① ②

★経費助成は、訓練時間に応じて次の額を上限としています。

◆支給限度額は1事業所あたり1,000万円です。
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　秋田大学鉱山学部土木工学科を卒業

後、1986年に高校理科の非常勤講師と

して教員キャリアをスタートさせた早瀬

先生。その後、数学や理科の非常勤講師、

機械科の教員を経て、専門の土木を担当

するようになったのは1993年のこと。

専門とはいえ現場経験がない中、いかに

生徒に飽きさせない授業ができるかを

試行錯誤して辿り着いた一つの答えが、

教材の研究・開発だ。

「授業で取り扱うテーマに対して、身の回

りで教材になりそうなものを探してみるん

です。例えば水理の授業では、身近にある

紙パックを使います。紙パックの上部をハ

サミでカットして即席の器にし、それでバ

ケツの中の水をすくって“この水の重量

は？”と質問する。そこから全水圧の話に

つなげると、ただ理論を説明する時よりも

生徒は面白がって聞いてくれるんです」

　地域に根ざした人材育成は多くの工業

高校が注力する取り組みの一つだが、身

近なものを教材に取り上げる早瀬先生の

授業は、まさに生徒の学問そのものへの

興味関心を高めるだけでなく、地元のこと

を知るきっかけにもつながっている。

「土木業界でGISが話題になり始めた頃

は、地図をコンピュータに取り込む方法

や、その際にどんな情報が必要なのかを

考えていました。学校のGISに消火栓や上

水道を加えて防災教育に発展させたり、

地元市町村の下水道マップをGISにして

下水道システムを学ぶ機会にもしました。

また、リモートセンシングの技術を用い

て、近くの石灰岩地域を画像で解析する

など、衛星写真で近隣の土地を調べても

らったこともありました。日常的に見てい

る地元の景色とは違うものが見えてくる

のは面白いですよね」

　生徒に興味を持たせ、効率的に進めるこ

とを常に考えているという早瀬先生。もち

ろん、単なる面白い授業で終わらせないた

めに、時には専門書や論文を参照しながら

扱うテーマを深掘りし、自分の言

葉で説明できるようにしておく。

それでも分からないことがある時

は、他の先生や大学の教授に教

えを請うこともあるのだという。

　長い教員生活の中で、大きな転機の一

つになった出来事がある。2002年の岡

山大学への内地留学（現役の教職員が大

教員歴36年を迎えるベテラン先生が気づいた、
個性的な授業を支える「基礎」の大切さ
120年以上の歴史を持つ岡山県立岡山工業高等学校では、7つの専門科で未来のスペ

シャリスト育成を目指し、基礎・基本の学びを大切にしています。土木科では2級土木施工
管理技術検定において、2020年度（40名）・2021年度（37名）と2年連続で受験者「全員合
格」を達成するなど、高い指導力にも定評があります。今回は、教材研究・開発を軸に特色
ある授業を展開し続けてきた土木科の早瀬一英先生に、教育に対する想いを伺いました。

第80回

岡山県立岡山工業高等学校
土木科

早瀬 一英 先生

紙パックのゴミで全水圧を教える！？
教材開発の肝は生徒の関心を引き出すこと

何かのきっかけで人は変わる。
内地留学で学んだ人生の可能性

土砂災害実験
装置を作ろう！

崖崩れや地滑り、土石流を観察できる、水槽
を利用した土砂災害実験装置を作成。土砂災
害に対する意識付けを図るとともに、様々な
工法で災害を防ごうと試行錯誤を重ねること
で、座学で得た学びをより深めている 土

砂災
害を再現

実験
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学等で研修する制度）だ。1998年に津山

地域で起きた台風による氾濫の数値解析

をテーマに、「1日10時間。大学の受験勉

強の時よりも勉強しました」と振り返るほ

ど、研究に没頭した。日々、大学教授の厳

しい指導を受けながら研鑽した経験のお

かげで、専門書や論文を的確に読み解く

力、学んだことをアウトプットする力が飛

躍的に向上したという。

　1年後、論文を書き上げて内地留学を終

えた早瀬先生は、以前から研究を進めて

いた土木系情報教育に関する論文を発表

し、その後も定期的に情報教育に関する論

文を執筆。のちに教科書の内容改訂につ

ながるほどの影響を与えることもあった。

「この経験から私が学んだのは、人は何か

のきっかけで大きく変われる、ということ。

これは教員にも生徒にも通じることです。

生徒たちには“一生懸命頑張れば、どん

どん世界は広がるよ。君たちも、突き詰め

て取り組めば見えてくる世界があるよ”と

伝えていますし、実際に生徒がすごく成長

する瞬間をたくさん見てきました。だから、

今はできないことがあっても、何かのきっ

かけでできるようになると信じて教え続け

ています」

　土木科の教員だけではなく、いくつか

の学科で経験を積んできた早瀬先生。「若

い先生たちの授業の工夫には敵わない」

と笑いながらも、長年の教員生活を振り

返り、若手・中堅教員へ、こうアドバイスを

送りたいという。

「最近の若い先生たちの授業は展開に工

夫が凝らされていて、とても面白いと感じ

ています。だからこそ、バックボーンとなる

学問や教材研究を怠らないことが大事で

す。何事も基礎となる“型”があってこそ個

性が生きると思うので、幅広く指導力を身

に付けた上でオンリーワンの技術を磨くこ

とをおすすめします」

　では、生徒に対して願うことは？ と問う

と、早瀬先生の答えは「きちんと学ぶ姿勢

を身に付けること」、そして「自身に合う文

房具を探すこと」だった。

「日々の授業をきちんと学び、理解に努め

る。その理解の積み重ねが自信を生み、

応用力にもつながります。学びの原点は、

まずそこにあると考えます。そのうえで生

徒には、自分の身に合う文房具を探して

ほしいです。道具は発想を広げる大切な

ツール。手に馴染むペンを持つと、自ずと

アイデアも浮かびます。何より、自分が欲

しいツールを見つけることは工業の原点。

トンネルを掘る際、どのように掘るかで道

具も変わります。自身で考え、こしらえる力

をぜひ身に付けてほしいですね」

〒700-0013　岡山市北区伊福町4-3-92
　　　  http://www.okako.okayama-c.ed.jpWEB

岡山県立岡山工業高等学校

岡山県立岡山工業高等学校
土木科

早瀬 一英 先生

道具探しは工業の原点。
自分の身体に合う道具を見つけよう

衛星画像を用いた岡山県の様々な地域の観察・検証(左)や、有限要素法によるトラスの力学解析プログラム
をモニターを使って紹介(右)。今学んでいる内容をどのように使うかなど、実践的な視点も養う

高校生ものづくりコンテスト測量全国大会（2018年）
前日の練習風景。本番に向けて据え付け練習にも熱
が入る

先生から

みんなへ

メッセージ

実家の近所を流れている「加茂川」。今考える
と危険なので真似しないでいただきたいので
すが、ちょっとした洪水が起きると子どもながら
によく見に行っていました。私が洪水解析に夢
中になった原点は、もしかすると加茂川なのか
もしれません。

加
茂
川

土木建造物
コレ推

し！







社長、建設業の上限規制は2024年4月からはじまります。法律の労働時間は1日8時間、1週間で
は40時間と決まっていて、それ以上は働くことはできないのです。この時間を超えて働く場合は、36
協定といって「時間外・休日労働に関する協定届」を提出しなくてはいけないんですよ。

うちは1日8時間労働で、休みは日曜日だけなんだけど、これって大丈夫なの？

社長、ダメです。1日8時間で週6日勤務であれば1週で40時間を超えているので、すでに時間
外労働が発生しています。36協定の届出なしに時間外労働をさせるのは労働基準法第36条
違反となり、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。

本当ですか⁉ 先生、助けてくださいよ～！

大丈夫です。まずは上限規制について説明しますね。また、時間外労働の上限規制は2024年4
月からですが、2023年4月には時間外労働の割増賃金率が上がるのをご存じですか？

え!!! どういうことですか???

１ケ月の時間外労働が60時間を超えた場合、残業の割増率は25％ではなく50％以上で支
払わなくてはいけない決まりになります。上限規制も大変ですが、割増率の引き上げも会社に
とって看過できない問題です。そして時間外労働の削減のためには、仕事のやり方の見直し、
IT等の効率化も必須です。建設業の場合は現場移動の時間もかかるので、直行直帰を導入する
等、時間に対する考え方も整理する必要があります。

大変だ!! 一体何からスタートすればいいんだろう?

社長、建設業の働き方改革の上限規制が2024年って騒がれてますけど、うちは大丈夫ですか？

ん？ 上限規制ってなんだっけ？ うちはどうしたらいいんだ？

社長～、先日のセミナーでも案内されてたじゃないですか！ 一度先生に相談してみましょうよ。

丸山社長 先代から会社を引き
継いだ2代目社長。
のんびりとした性格
で、優しい人柄。

鈴木課長 丸山社長を支える、
頼れる存在。気配り
も優秀で社内外に
評価が高い。

木村くん 入社２年目の元気な
若手社員。表裏のない
性格で思ったことはす
ぐ口にしてしまう。

高橋さん 会社の事務を一手に
担うしっかり者。キャリ
ア5年目にして上にも
下にも人望が厚い。

～ 2024 年の時間外労働上限規制への対応～

時間外労働上限規制への対応スケジュール

とある建設会社での日常です。中小建設会社のミルアス建設の方たちと、働き方改革の１番のメイン
テーマである2024年の時間外労働の上限規制に向けて、一緒に取り組んでいきましょう。

●法律上の時間外労働の上限は原則として月45時間・年360

時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えるこ

とが出来なくなります。

●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条

項）でも、以下を守らなければなりません。
　まずは時間の記録をすることが第1歩です。作業員の方は日

給制が多く、ゆえに出面表の管理のみで、始業と終業の時間を

記録していないケースを多く見受けます。まずは時間を記録す

るところからスタートしましょう。そしていざ時間管理を始める

と、仕事がおわったにもかかわらず終了の打刻をしない、記録も

れといった問題がおきています。今までやっていなかったこと

ですから、定着には時間がかかります。面倒ですが「仕事がお

わったらすぐに打刻をしなさい」と言い続けることが必要なの

です。適正な時間管理をすることで、本当の残業時間がみえて

きます。ここでようやく現状把握となり、時間外労働の原因を探

ることになります。まずは日々の作業の中でムダな作業はない

のかを検討します。作業日報を書くことに1時間かかっているの

であれば、様式の変更、ITの活用も考えられます。また、朝の積

み込みは全員でやらなくても、当番制でやることは出来ない

か？といった時間外労働削減のための工夫が必要です。こうし

て本来の自社の労働時間がわかったところで、1年単位の変形

労働時間制等、自社にあった労働時間制度を検討していきま

す。労働時間削減は会社の風土を変えるようなことです。一気

には難しいですが、2023年4月までに1ケ月の時間外労働を

60時間、2024年4月には45時間にすることを目標として、スケ

ジュールを立てていきましょう。

　法定労働時間を超えた場合、残業の計算においては25％以

上の割増率で支払わなくてはいけないことになっていますが、

2023年４月１日以降は１ケ月の時間外労働が６０時間を超え

る場合は、その時間については50％以上の割増率で支払わな

ければならないことになっています。

（2023.4月～）

時間の記録 

適正な時間管理

現状の把握

自社にあった労働時間管理の決定、
時間外労働削減の対策

時間外労働の上限規制、割増賃金率の引き上げ等の制度を理解した上で、自社にあった制度を
検討していきましょう。急がなくてはいけませんが、取り組みを進めるにあたってまずは順番が
大事です。

なるほど！ まずは適正な時間管理の仕組みを入れるところからはじめてみよう！

そうですね、タイムカードでの勤怠管理や当番制での片付け等で、定時終業を徹底しましょう！

解説します

社会保険労務士法人アスミル
特定社会保険労務士

櫻井 好美

時間外労働の上限規制とは？

割増賃金率の引き上げ

労働時間削減のためのスケジュール

（大企業2019.4月～ 中小企業2020.4月～ 建設業2024.4月～）

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

始業および終業の時刻を記録する

タイムカードやアプリを労働時間の終了時間で記録する

✓時間外労働　年７２０時間以内
✓時間外労働　月４５時間超は年間５回まで
✓時間外労働＋休日労働の合計が月１００時間未満
✓時間外労働＋休日労働の合計について、２ケ月平均、３ケ月
平均、４ケ月平均、５ケ月平均、６ケ月平均の全ての平均が１
ケ月８０時間以内

法定労働時間
１日８時間　１週４０時間

法定休日
毎週少なくとも１日

３６協定の締結・
届出が必要

次号へ続く

まとめ

第１回
新連載

work style reform

～櫻井コンサルタントが到着～

大丈夫です！ 次のページで3項目に分けてご説明しますね。

月 火 水 木 金 土日
  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

5時間 5時間

5時間5時間5時間 5時間 5時間 5時間

5時間 5時間

5時間 5時間5時間 5時間 5時間

5時間 5時間

5時間 5時間

 時間外労働(60時間以下) 1・2・4・5・8・10・12・13・16・18・22・23 = 25％
 時間外労働(60時間超) 24・30 = 50％
 法定休日労働 7・28 = 35％

1

3

2
櫻井先生

櫻井先生

櫻井先生

櫻井先生

櫻井先生

丸山社長

丸山社長

丸山社長

丸山社長

丸山社長

丸山社長

鈴木課長

ミルアス建設
人物紹介

高橋さん

高橋さん
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建設産業の今を伝え未来を考える

　季節の訪れを待つモミジバフウの街路樹。その美しい樹形を維持
する剪定作業の現場で巧みに指揮をとるのは、株式会社富士植木の
中川京子さんだ。「年間で40～50件ほどの現場に携わっています。
街路樹のメンテナンス、企業や施設の外構改修、集合住宅の植栽管
理、お庭の改修プランづくりなど、こなすべき役割も様々です」と語
り、多岐にわたる仕事ぶりを伺わせる。「最近携わった中で印象深い
のは、年月を経た希少な樹種が多く植栽された施設の改修工事で
す。大きく育った樹木の保全・継承というお客様のご要望に応えるた
め、一度富士植木の圃場（ほじょう）に運んで移植し、1年間大切にお
預かりした後、工事の際に再び現場に移植するという手法を取りま
した。この現場では設計段階から携わり、関係者の方々と打合せを重
ねてようやくお客様のご要望に応えられたので、非常に大きな達成
感を味わえました。一筋縄ではいかない現場も多々ありますが、お客
様から“お任せしてよかった”という言葉をいただくと、やはり嬉しい
ですね」と笑顔を見せる。
　「高校生の頃、落ち込んだ時に公園に行くとすごく癒やされまし
た」。こんな緑豊かな空間を自分の手で作れたら…という思いから、
造園の道に進んだと話す中川さん。大学で造園の知識を学んだ後に
富士植木に入社し、現在まで所属する多摩支店に配属となった。「入
社後は先輩と共にひたすら現場に行く毎日でした。常日頃から言わ

れていたのは“わからなくても一度しっかり調べて、自分自身の考え
を持ったうえで相談に来なさい”ということ。すぐに聞くという行動も
大切ですが、考えを持たずに聞くのはある意味無責任なことなんだ
と学びました。樹木ひとつをとっても、自身で図鑑を見て覚えるのと
すぐ人に聞くのとでは、記憶の定着にも差が出るもの。後輩に対して
も、まずは自身の考えを持つことを投げかけています」。そうした積極
的な姿勢は、仕事のやりがいにも繋がるという。「入社当初はまだ女
性の造園技術者が珍しかったのですが、進んで仕事に取り組むこと
でどんな現場にも溶け込んでいくことができました。それでも新人の
頃は考えが及ばず、お客様にも周りにも大きな迷惑をかけてしまう
場面がありました。ただ、そうした経験がさらに身を引き締めるきっ
かけになりました。自分自身でよく調べ、考え、しっかりと人に伝える
こと。そのうえで人の話に注意を払い、丁寧に耳を傾けることが結果
的にお客様との信頼関係にも繋がります」。
　「造園は樹木・植物といった生き物が相手の仕事。一生懸命に頑張
れば答えてくれるという大きな魅力があります」と、この仕事の醍醐
味を語る中川さん。”現場の方はもちろん、お客様にも厚い信頼を寄
せられている頼りになる存在”と、富士植木多摩支店の中澤支店長も
太鼓判を推す。積み重ねてきた仕事の先に、新たな造園の未来が広
がっている。

輝く活躍人にせまる
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株式会社富士植木

東京都出身

中川 京子
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緑豊かな癒やしの空間を、この手で。大切な樹 を々保全・継承する造園のプロ。
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